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高 知県 都 市 計 画 区 域 内 の 建 築 物等 に 関 す る 制 限 規 則 の一 部 を 改

正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

平 成 29年 12月 2 6日  

高 知 県 知 事  尾 﨑  正 直  

高 知 県 規 則 第 85号  

高 知 県 都 市 計 画 区 域 内 の 建 築 物 等 に 関 す る 制 限 規 則 の 一  

部 を 改 正 す る 規 則  

高 知県 都 市 計 画 区 域 内 の 建 築 物等 に 関 す る 制 限 規 則 （昭 和 44年

高 知 県 規 則 第 38号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ５ 条 第 １ 項 中 「 第 26条 第 １ 号 」 を 「 第 26条 第 ３ 項 」 に 改 め

る 。  

第 ７ 条 中 「 第 26条 第 ３ 号 」 を 「 第 26条 第 １ 項 第 ３ 号 」 に 、 「 次

に 」 を 「 町 村 の 事 務 で あ っ て 、次 に 」 に 改 め る 。  

附 則

こ の規 則 は 、 平 成 30年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

規  則  

◎ 高 知 県 都 市 計 画 区 域 内 の 建 築物 等 に 関 す る 制 限 規 則の

一 部を 改 正 す る 規 則  


